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研究要旨 
2021 年より被保護者健康管理支援事業が全国の福祉事務所で必須事業となったが、医療扶助レ

セプトデータのみでは、被保護者の健康・生活実態を十分に把握することは難しい。2 年計画の 2
年目となる今年度は、被保護者の健康・生活実態をライフコース全体にわたりより詳細に多角的

なデータから明らかにし、被保護者の効果的な健康支援方法を継続的に検討した。 
研究 1 では、被保護世帯の健康・生活実態を、妊産婦・子ども、高齢者、長期入院者等に関し

て、福祉事務所が管理するデータや公的統計等、被保護世帯の子どもの生活状況に関する聞き取

りデータをもとに記述した。その結果、被保護世帯の子どもでは麻疹風疹混合ワクチン第 2 期接
種率が低く、居住地区の影響を受けていること、医療機関との接点があっても予防接種につなが

っていない実態があり、unmet needsが存在していることが示唆された。高齢の被保護者では約

4割がフレイルに該当し、健診未受診、口腔機能低下、社会的孤立等の課題が確認された。精神科

長期入院者では、医療上の問題に加え、住居確保困難や家族の受け入れ困難など生活・社会的課

題が入院長期化に関与していた。子どもの生活状況データをもとにした分析では、生活保護世帯

の子どもには、医療依存、生活困難・未受診、心理社会的課題等の異なる支援ニーズをもつサブ

集団を形成していることがわかった。公的統計を用いた検討では、被保護者健康管理支援事業の

効果は現時点では明らかとならなかった。 
研究 2 では、修正デルファイ法と当事者インタビューにより、被保護世帯の子どもと養育者の

健康・生活状況を把握するフェイスシートを開発した。実務者の合意形成により項目を精選し、

生活状況聞き取り、子ども回答、養育者回答の各フェイスシートを確定した。当事者視点からは、

フェイスシートを単なる情報収集票ではなく、子どもとの関係形成を支える媒介として活用する

必要性が示された。 
研究 3 では、全国のケースワーカー調査により、子どもの健康支援における支援判断構造と実

践上の困難を検討した。ケースワーカーが被保護世帯の子どもの健康支援を判断する視点には「生

活習慣・日常生活管理」「養育環境・保護者要因」「発達・コミュニケーション」の 3 つ因子があ

ることが示唆されたが、子どもに関する情報入手、実際の支援実践、子どもに関係する他部門連

携それぞれに困難が存在することが示された。 
以上を通じて、本研究課題の今年度の研究からは、40歳以上の生活習慣病対策にとどまらず、

妊産婦、子ども、高齢者、精神疾患を抱える者等の実態を記述し、被保護者がおかれている状況

に応じたライフコース全体の健康支援に加え、他部門や地域環境要因への働きかけの重要性を示

唆した。福祉事務所においては、医療扶助レセプトデータに加え、母子保健、予防接種、学校保

健、健診、介護、教育、生活状況等の情報を活用し、多機関連携による重層的な支援体制を構築

することが求められる。 
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Ａ．研究目的 

2021 年より被保護者健康管理支援事業が全

国の福祉事務所において必須事業となり、生活

保護受給者に対する健康づくりや重症化予防

の取組が推進されてきた[1]。被保護者健康管

理支援事業では、福祉事務所が保有する医療扶

助レセプトデータ等を活用し、被保護者の健康

状態や受療行動を把握したうえで、支援対象者

の選定や保健指導等を行うことが期待されて

いる[1]。これまでの被保護者の健康実態に関

する研究は、被保護者では糖尿病をはじめとす

る生活習慣病の有病率が高いこと、入院率が高

い疾病分類が多いこと、独居や不就労等の生活

状況が健康状態や受療行動と関連することな

どを明らかにしてきた[2–5]。これらの知見は、

被保護者が不利な健康状態に置かれやすく、医

療・保健・福祉が連携した継続的な支援が重要

であることを示してきた[2,6]。 

一方で、被保護者の健康実態を把握し、支援

につなげるための情報基盤にはなお多くの制

約がある。生活保護制度には「他法優先の原則」

があるため、医療扶助に優先して他制度が利用

される場合、その支援内容や受療状況に関する

情報は福祉事務所に十分蓄積されない[7]。ま

た、被保護者の健康診査は生活保護法上に位置

づけられておらず、健康増進法等に基づく既存

の保健事業を通じて実施される[1,8]。そのため、

医療扶助、健診、予防接種、母子保健、精神保

健、介護、教育等、被保護者に関する情報は複

数の部署や制度に分散しており、被保護者の健

康・生活実態を包括的に把握することは容易で

はない[1,6,8]。 

昨年度の本研究班の取り組みは、これまで十

分に記述されてこなかった被保護世帯の子ど

もおよび若年成人、特に 30歳代の若年被保護

者に焦点を当て、その健康・生活実態の一端を

明らかにした[a]。また、出生時から生活保護世

帯にある子どもの健康リスクや、若年成人にお

ける生活習慣病リスクの高さ、さらに地域の社

会環境が一部の被保護者の受療行動に影響を

与える可能性を示してきた[2,4,9,10]。また、被

保護世帯の子どもの生活状況を福祉事務所で

把握し、支援につなげるためのフェイスシート

開発にも着手してきた[a]。 

これらの研究は、被保護者健康管理支援事業

は従来主な対象とされてきた 40歳以上の被保

護者に限定されるべきではなく、妊産婦、子ど

も、若年成人、高齢者、長期入院者、精神疾患

や不眠等の課題を抱える者など、多様なライフ

ステージや生活背景をもつ被保護者を視野に

入れて再設計される必要性を提唱してきた[a]。 

特に、被保護世帯の子どもや妊産婦について

は、健康状態や生活環境がその後のライフコー

スに長期的な影響を及ぼす可能性がある[9–

11]。母子保健、予防接種、乳幼児健診、学校保

健、教育、子育て支援等の制度は、生活保護制

度とは別の枠組みで実施されているが、被保護

世帯の子どもや養育者が抱える健康・生活上の

困難を早期に把握し、支援につなげるうえで重

要な資源となる[1,6,9–12]。しかし、これらの情
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報が福祉事務所に集約される仕組みは十分に

整備されておらず、子どもや養育者の実態を可

視化し、支援方針を検討するための標準化され

た方法も確立されていない[6,17]。 

また、高齢被保護者についても、医療、介護、

生活支援を横断した実態把握が不可欠である。

高齢期には、慢性疾患、フレイル、要介護状態、

認知機能の低下、社会的孤立等が複合的に生じ

やすく、後期高齢者の質問票もフレイルを含む

高齢者の健康状態を総合的に把握する目的で

整備されている[13]。一方で、被保護者は後期

高齢者医療制度や介護保険制度、地域保健事業

との関係において、既存のデータから十分に実

態を把握しにくい場合がある[1,8]。加えて、長

期入院する被保護者については、医療上の必要

性のみならず、退院後の住まい、介護、家族・

地域とのつながり、支援体制の不足等が入院の

長期化に関与している可能性があり、福祉事務

所による生活支援の観点からも重要な課題で

あるが、その実態は十分にわかっていない[14]。 

さらに、被保護者の健康課題を把握するうえ

では、医療扶助における薬剤処方の状況にも着

目する必要がある。近年、被保護者の重複処方

や多剤処方への対応が議論されてきた[15]。睡

眠薬等の処方は、不眠や精神的困難、生活上の

ストレス、社会的孤立、精神疾患の併存等と関

連している可能性があり、単なる医療利用の指

標にとどまらず、被保護者の生活困難や支援ニ

ーズを反映する情報となり、多剤処方とも関連

する要因となりうる[2,15,16]。これらの処方実

態とその関連要因を明らかにすることは、医療

扶助の適正化のみならず、精神保健や生活支援

を含む包括的支援のあり方を検討するうえで

重要である[2,6,15]。 

このように、被保護者健康管理支援事業をよ

り実効性のあるものとするためには、個別の疾

病や医療利用の把握にとどまらず、ライフステ

ージ、世帯構成、生活状況、地域環境、制度利

用状況等を踏まえて、健康リスクや支援ニーズ

を多面的に把握する必要がある[1,2,6]。加えて、

被保護者健康管理支援事業の実施においては、

福祉事務所のケースワーカーが果たす役割も

大きい。ケースワーカーは、被保護者の日常生

活や世帯状況を継続的に把握し、必要に応じて

医療機関、保健部門、教育部門、子育て支援部

門等との連携を担う立場にある[6]。一方で、健

康課題の把握や支援に関して、ケースワーカー

がどのような困難を感じているのか、どのよう

な情報や仕組みがあれば支援に活用しやすい

のかについては、十分に明らかにされていない

[6]。被保護者の健康支援を制度として定着さ

せるためには、支援を受ける側の実態把握だけ

でなく、支援を担う福祉事務所職員の認識や実

践上の課題を把握することも不可欠である[6]。 

以上を踏まえ今年度には、昨年度に明らかと

なった若年被保護者および被保護世帯の子ど

もの健康・生活実態に関する知見を発展させ、

より幅広いライフステージと支援課題を対象

として研究を実施した[a]。具体的には、研究 1

として、被保護世帯の健康・生活実態を多面的

に把握するため、妊産婦・子どもの健康実態お

よびその関連要因、高齢被保護者の健康実態、

長期入院する被保護者の実態、医療扶助による

睡眠薬等の処方の関連要因、ならびに被保護者

の健康支援に資するアルゴリズム開発に関す

る研究を行った。また、研究 2 として、被保護

世帯の子どもおよび養育者の健康・生活実態を

福祉事務所で把握するためのフェイスシート

の完成を進めた。さらに、研究 3 として、福祉

事務所のケースワーカーに対する調査を実施

し、現場における健康支援の実態、課題、必要

とされる支援体制について検討した。これによ

り、多様な背景を持つ被保護者への効果的な健

康支援方法の立案に資する知見を得ることを
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目的とした。 

 
Ｂ．研究方法 
研究１：被保護世帯の健康・生活実態 
研究 1-1：被保護世帯の妊産婦・子どもの健康

実態およびその関連要因に関する研究 
 本研究では、被保護世帯の妊産婦および子ど

もの健康実態を把握するため、複数自治体にお

ける生活保護関連データ、医療扶助レセプトデ

ータ、予防接種記録等を用いて、以下の 3つの

分析を行った。 

 
研究 1-1-1：被保護世帯の子どもにおける麻疹

風疹混合ワクチン第 2期接種状況の検討 
 中核市 X において、2021 年度から 2024 年

度に MR ワクチン第 2 期の接種対象であり、

当該期間中に被保護世帯に属していた子ども

112 人を対象とした。対象児について、MR ワ

クチン第 2期の接種状況、接種月、接種対象年

度における医療機関の外来受診歴を記述した。

また、接種率を世帯主の就労の有無、生活保護

の開始時期、子の出生順位、世帯構成、居住地

等の属性別に集計、記述した。 

 さらに、MR ワクチン第 2期の接種有無を目

的変数とし、母親の出産時年齢、世帯の就労状

況、家族構成、出生順、子どもの障害等の認定

の有無、接種対象年度、居住小学校区における

全体の子どもの接種率を説明変数とする多変

量マルチレベルロジスティック回帰分析を行

い、接種に関連する要因を検討した。 

 

研究 1-1-2：生活保護利用期間中に出産を経験

した女性と出生児に関する分析 
 

 6市町村において、2016 年から 2022 年まで

の期間に生活保護を利用したことのある住民

のうち、生活保護利用期間中に出産を経験した

女性 60 人と、その出生児 60 人を分析対象とし

た。本データには、月次で更新される年齢、性

別等の社会人口学的情報、就労状況、障害の有

無など生活保護費の給付決定に関わる情報が

含まれている。 

出産を経験した母親と出生児の抽出にあた

っては、当該世帯に新たに加わる 0歳児の情報

および誕生年月情報を用いた。さらに、医療扶

助の利用有無および医療扶助レセプトデータ

から、観察期間中の周産期合併症や入院の発生

を把握した。母親の年齢、世帯構成、就労状況、

障害の有無、入院歴、生活保護利用開始時期等

について記述した上で、出産・出生月の産科合

併症が特定可能であった事例や、生活保護の利

用開始時期が出産前であった事例、出産と同時

期であった事例について、特徴的なケースを記

述した。 

 

研究 1-1-3：中学校給食導入が被保護世帯の子

どもの医療利用に与える影響に関する分析 
 2016 年 9 月に中学校給食が導入された自治

体 B を介入群、すでに中学校給食が導入され

ていた隣接自治体 C を対照群として比較した。 

分析対象は、自治体 B の被保護世帯の中学

生 228 人、自治体 C の被保護世帯の中学生 185

人である。両自治体は地理的に近接しており、

人口規模や社会経済的背景も類似している。 

2016 年 4 月から 2017 年 3 月までの医療扶助

レセプトデータを用い、1 人・月あたりの診療

日数および診療報酬点数を集計した。まず、中

学校給食導入前後における 1 人・月あたりの平

均診療日数および平均診療報酬点数の推移を

記述した。その上で、個人および時点の固定効

果 を 含 む 差 分 の 差 分 析 （ Difference-in-

Differences）を用い、中学校給食導入が医療利

用に与える影響を推定した。 

 



別添３ 
令和７年度厚生労働行政推進調査事業費補助金 総括研究報告書 

 
 
5 

研究 1-2：高齢被保護者の健康実態調査に関す

る研究 
本研究では、高齢被保護者の健康・生活実態

を把握するとともに、郵送調査によって得られ

る回答がどのような高齢者集団を代表してい

るのかを検討するため、以下の 2つの分析を行

った。 

 

研究 1-2-1：高齢被保護者を対象としたフレイ

ル調査 
被保護者は後期高齢者医療制度の被保険者

ではないため、後期高齢者医療制度において実

施されるフレイル状態等の把握を目的とした

質問票調査の対象外となる。そのため、高齢被

保護者については、後期高齢者医療制度の加入

者で把握可能なフレイル、栄養状態、口腔機能、

運動機能、認知機能、社会的孤立等の健康・生

活実態を十分に把握することが困難である。 

そこで本研究では、中核市 X をフィールド

に、まず高齢被保護者の健康・生活実態を把握

することを目的として収入申告書と同じ送付

物に、フレイルに関する質問紙調査を同封し、

被保護者に対する独自に実施した。調査では、

現在の健康状態、生活満足度、1日 3食の摂取

状況、口腔機能、むせ、体重減少、歩行速度、

転倒歴、運動習慣、物忘れ、日付の見当識、喫

煙状況、外出頻度、家族・友人との交流、相談

相手の有無、健診受診歴等を、フレイル調査に

準じて尋ねた。 

回答が得られた 681 人を分析対象とし、対象

者の基本属性および各質問項目への回答分布

を記述した。さらに、性別および居住圏域別に

回答傾向を比較し、高齢被保護者におけるフレ

イル関連課題の特徴を検討した。フレイル該当

については、所定の判定基準に基づき分類し、

未回答項目があるため判定できない者は判定

不能として扱った。 

 

研究 1-2-2：郵送調査回答者の代表性に関する

分析 
被保護者を対象とした郵送調査が被保護者

の誰を代表しているのかの基礎的な資料が欠

けており、郵送調査の結果を一般化しにくい。

そこで、被保護者に対する郵送調査の規定要因

を検討した。 

中核市Xが 2019 年に実施した日常生活圏域

ニーズ調査において、サンプリング対象となっ

た（被保護者とは限らない）高齢者 6,150 人を

分析対象とした。高齢福祉部門が保有する日常

生活圏域ニーズ調査のサンプリング対象者台

帳には、介護保険料区分が付与されており、こ

の情報から住民税課税状況および所得区分を

把握した。さらに、同市の福祉事務所が保有す

る生活保護台帳データを個人単位で結合し、サ

ンプリング対象者に含まれる生活保護利用者

を特定した。その上で、日常生活圏域ニーズ調

査への回答データを結合し、調査への回答の有

無を目的変数とした分析を行った。 

説明変数には、介護保険料区分に基づいて定

義した個人の社会経済状況を用いた。具体的に

は、生活保護利用状況、住民税課税状況、合計

所得金額を踏まえ、生活保護利用者、住民税非

課税者、均等割のみ課税者、課税者を所得段階

別に分類した。 

全体の回答率を記述した上で、社会経済状況

ごとの回答率を比較した。また、回答の有無を

目的変数とした多変量ポアソン回帰分析を行

い、課税世帯と比較した生活保護利用者および

住民税非課税者の回答率比を推定した。さらに、

生活保護利用者に限定し、回答の規定要因を探

索的に検討した。 

 

研究 1-3：精神科に長期入院する被保護者の実

態に関する研究 
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本研究では、医療扶助により精神科病床に長

期入院している被保護者の実態を明らかにす

ることを目的とした。 

令和 6 年 6 月末時点において、医療扶助によ

り精神科病床に 1 年以上入院している中核市

X の被保護者 85 人を分析対象とした。対象者

について、精神疾患入院要否意見書、医療扶助

レセプトデータ、ケース記録を用いて、基本属

性、医療扶助費、入院期間、主診断、入院形態、

障害者手帳の所持状況、住居の有無、施設入所

等の経験、入院外医療が困難な理由等を記述し

た。 

入院外医療が困難な理由については、精神疾

患入院要否意見書に記載された項目をもとに、

医療上の問題とその他の生活・社会的問題に分

けて集計した。医療上の問題としては、病状不

安定、服薬管理、身体的合併症、問題行動等を

確認した。その他の問題としては、日常生活に

指導を要すること、家族の受け入れ困難、住居

確保困難等を確認した。 

 

研究 1-4：医療扶助による睡眠薬等の処方の関

連要因に関する研究 
本研究は、被保護者の睡眠薬等の処方有無と

の関連を検討するマルチレベル横断研究であ

る。 

対象者は、X市が収集した生活保護データに

含まれる 2021 年 10 月時点の 18歳以上の生活

保護利用者のうち、その後 6か月間の医療扶助

レセプトにおいて、少なくとも 1種類の同じ内

服薬が 90 日以上処方されていた 4,155 人とし

た。 

目的変数は、医療扶助レセプトに基づく睡眠

薬、抗精神病薬、抗うつ病薬等の処方の有無と

した。少なくとも 1種類以上の睡眠薬等の処方

が確認された者を「処方あり」、確認されなか

った者を「処方なし」として 2群に分類した。 

説明変数には、地域レベルのソーシャル・キ

ャピタル指標を用いた。地域レベルのソーシャ

ル・キャピタルは、2019 年に日本老年学的評価

研究機構が非要介護高齢者を対象として収集

した全国規模データを用いて、斉藤らが開発・

検証した指標に基づいた。具体的には、社会参

加、社会的凝集性、互酬性の 3指標を用いた。

各指標は小学校区単位で集計し、標準化した上

で分析に用いた。 

統計解析では、小学校区レベルの地域ソーシ

ャル・キャピタル指標と、個人レベルの生活保

護利用者における睡眠薬等の処方有無との関

連を検討するため、マルチレベルポアソン回帰

分析を実施した。分析では、人口統計学的要因

および医療アクセス状況を含む 8 つの調整変

数を同時に投入し、各地域ソーシャル・キャピ

タル指標が 1 標準偏差高い場合の睡眠薬等処

方のリスク比および 95％信頼区間を算出した。 

 
研究 1-5：被保護者の健康支援に資するアルゴ

リズム開発に関する基礎的研究 
本研究では、生活保護世帯の子どもの健康・

生活実態を多面的に把握し、支援ニーズに応じ

た対象者把握の方法を検討することを目的と

して実施された中核市 X の独自の子供の生活

状況の聞き取り調査データを用いた。 

2024 年 5 月から 2025 年 3 月に中核市 X で

実施された、0～15歳の生活保護世帯の子ども

を対象とする調査データを用いた。このデータ

は、担当ケースワーカーによる聞き取りおよび、

養育者・本人による記入形式で収集された。 

調査への回答が得られた 307 人の子どもに

ついて、まず対象者全体の基本属性および健

康・生活状況を記述した。そのうえで、分析に

使用する項目に欠損のない 251 人を解析対象

とした。 

解析には、基本属性として年齢および性別、
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健康状態として主観的健康観、病気の有無、病

名、医療利用として受診頻度およびかかりつけ

医の有無、学校適応として欠席頻度および遅刻

頻度、生活習慣として食事回数、入浴習慣、歯

磨き習慣、さらにスマートフォン所有の有無を

用いた。なお、未回答が 15％以上と多い項目

や、自由記述項目については、解析の安定性お

よび解釈可能性を考慮して除外した。 

分析には、確率的潜在意味解析（Probabilistic 

Latent Semantic Analysis：PLSA）を用いた。PLSA

は、個人および観測された変数が潜在クラスに

確率的に所属する構造を仮定し、観測データか

ら潜在的なパターンを抽出する手法である。最

適グループ数を決定した後、各グループに特徴

的な変数を確認し、所属確率 0.5以上の変数に

基づいて各グループの特徴を定義し、生活状況

データによる子どもの実態把握の有効性を検

討した。 

 
研究 1-6：公的データを活用した被保護者健康

管理支援事業の検証（詳細は p78〜の分担研究

報告書を参照） 
本研究では、公的データを活用して、被保護

者健康管理支援事業の実施状況および同事業

導入前後の生活保護世帯の生活状況の変化を

探索的に検討した。分析は、自治体単位のデー

タ利活用状況に関する分析と、生活保護世帯の

家計支出構造に関する分析の 2 つから構成し

た。 

 

研究 1-6-1：自治体におけるデータ利活用状況

と地域特性の関連 
厚生労働省が令和 7 年度に全国の福祉事務

所を対象として実施したブロック会議アンケ

ートの回答と、匿名医療保険等関連情報データ

ベース、すなわち NDB における福祉事務所別

の医療扶助関連集計データを用いた生態学的

研究を行った。 
対象は、ブロック会議アンケートにおいて自

治体区分別に全数回答が得られていた政令指

定都市および中核市とした。NDB において生

活保護利用者数が一部マスクされていた自治

体を除外し、最終的に 81自治体を分析対象と

した。NDB データは、被保護者健康管理支援

事業の必須化前後にあたる令和元年度から令

和 3 年度までの 3 年間の福祉事務所別医療扶

助関連集計データを用いた。  
アウトカムは、令和 7 年度時点における被保

護者健康管理支援事業でのデータ利活用状況

とした。具体的には、重複投薬対策として他法

によるレセプトを確認しているか、また、被保

護者への支援において他部署が保有する健康

増進法に基づく健診データを活用しているか

の 2 項目を用いた。説明変数として、NDB デ

ータから算出した 1 人当たり医療扶助費、糖尿

病患者割合、75歳以上割合、1 人当たり医療費

の変化率等を用いた。解析では、自治体ごとの

3 年間平均値を代表値とし、修正ポアソン回帰

分析により、データ利活用状況と自治体特性と

の関連を検討した。  
 

研究 1-6-2：生活保護世帯の家計支出構造の変

化 
生活保護世帯の生活状況の推移を把握する

ため、厚生労働省が実施する社会保障生計調査

の個票データを用いた観察研究を行った。分析

対象期間は令和元年 1 月から令和 5 年 12 月ま

でとし、生活保護を受給する世帯の月次データ

を分析単位とした。 
主要アウトカムは、生活保護世帯の健康およ

び生活の質を反映しうる支出項目とした。具体

的には、健康関連支出として保健医療費、生活

の質を反映する支出として教養娯楽費、食生活

に関する支出として食料総額、野菜・海藻・果
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物支出、菓子類支出を用いた。補助的アウトカ

ムとして、光熱水道費、被服及び履物費、酒類

支出、たばこ支出も把握した。 
解析では、各支出項目の年次・月次推移を記

述し、線形回帰モデルにより年次変化および月

次変動を評価した。また、令和 3 年 1 月の被保

護者健康管理支援事業導入期を含む期間につ

いて、家計支出構造の変化を検討した。ただし、

同時期には新型コロナウイルス感染症の流行

や物価変動等の外的要因が存在するため、本分

析は事業単独の因果効果を識別するものでは

なく、導入期における時系列的関連を把握する

ものと位置づけた。 

さらに、新型コロナウイルス感染症の流行に

伴って給付された特別定額給付金を一時的な

所得変化（現金給付の介入）とみなし、給付に

対する消費反応を検討した。 

 

（倫理面への配慮） 

研究 1 における一連の研究は、京都大学医学

部医の倫理委員会（R3356、R3565-1、R5204、

R5600、）において承認を得て実施した。 

 

研究２：被保護世帯の子どもの健康・生活実態

を把握するフェイスシート開発：詳細は p50〜
および p67〜の分担研究報告書を参照 
本研究では、被保護世帯の子どもおよび養育

者の健康・生活状況を福祉事務所で体系的に把

握し、支援につなげるための標準的なフェイス

シートを開発することを目的とした。令和 6 年

度に文献レビューおよび専門家の知見に基づ

いて作成された項目案を基盤とし、今年度は修

正デルファイ法により、実務者間の合意形成を

行った。  

研究参加者は、査察指導員、ケースワーカー、

保健師など、福祉事務所や関係機関に所属し、

子どもの支援に携わった経験がある者、または

今後携わる可能性がある者とした。3回のアン

ケート調査を Google フォームまたは郵送で実

施し、生活状況聞き取りフェイスシート、子ど

も回答フェイスシート、養育者回答フェイスシ

ートの各項目について、5件法で適切性を評価

した。第 1・第 2回調査では同意率 70％未満の

項目を中心に修正・削除し、第 3回調査では同

意率 80％未満の項目を削除した。自由記述も

項目の修正や表現の調整に用いた。  

さらに、開発したフェイスシートの実施方法

を当事者視点から検討するため、被保護世帯で

育った若者 2 名を対象にインタビュー調査を

行った。研究分担者がケースワーカー役、研究

協力者が子ども役となる模擬面接を実施し、そ

の後、質問項目の受け止め方、話しやすさ・話

しにくさ、望ましい聞き方について聞き取りを

行った。また、役割を交代した模擬面接と聞き

取りも実施した。 

 

（倫理面への配慮） 

被保護者の健康状況に関する福祉事務所へ

の質的研究とフェイスシート開発研究は、京都

大学医学部医の倫理委員会（R3565-1、R5146）

において承認を得ている。また当事者性を持つ

ものや支援者へのインタビューは、大妻女子大

学生命科学研究倫理委員会に申請し、承認を得

た（07－041）。 

 
研究３：被保護世帯の子どもの健康支援に関す

るケースワーカーに対する調査：詳細は p30〜
の分担研究報告書を参照 
 本研究では、生活保護世帯の子どもの健

康支援において、ケースワーカーがどのよ

うな視点で支援の要否を判断しているの

か、また支援実践上どのような困難や可能

性を認識しているのかを明らかにすること

を目的とした。 
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全国の福祉事務所に勤務する生活保護ケ

ースワーカーを対象に、無記名 Web 調査を

実施した。全国 1,304 か所の福祉事務所お

よび出張所に調査協力依頼書を郵送し、各

事務所 1 名のケースワーカーに回答を依頼

した。実質的な到達先は 1,262 か所であ

り、311 件の回答を得た。このうち有効回

答は 299 件で、実質回収率は 23.7％であっ

た。  
調査票は、回答者属性、子どもの健康状

態を把握するための記録活用状況、健康支

援の要否判断に影響する視点、他機関連携

の困難度、健康支援に関する自由記述から

構成した。支援判断の視点については、子

どもの健康状態、食生活、生活習慣、養育

環境、養育者の状態等に関する 24 項目を用

い、健康支援の要否判断への影響度を 7 件

法で尋ねた。  
分析は 2 つに分けて行った。第一に、支

援判断に関する 24 項目について探索的因子

分析を行い、ケースワーカーの支援判断を

構成する因子構造を検討した。因子得点を

用いて K-means 法によるクラスター分析を

行い、支援判断スタイルを類型化した。第

二に、自由記述 6 項目、計 184 件を対象

に、KH Coder を用いた計量テキスト分析を

実施した。自由記述は「困難に関する語

り」と「可能性に関する語り」に分類し、

共起ネットワーク、特徴語抽出、対応分

析、Key Word In Context（KWIC）コンコー

ダンスにより、ケースワーカーが直面する

困難と支援可能性の言説構造を検討した。 
 
（倫理面への配慮） 
 本研究は新潟医療福祉大学研究倫理委員

会の承認を受けて実施した（承認番号：

19435-241203）。 

 
Ｃ．研究結果 
研究１：被保護世帯の健康・生活実態 
研究 1-1：被保護世帯の妊産婦・子どもの健康

実態およびその関連要因に関する研究 
 

研究 1-1-1：被保護世帯の子どもにおける MR
ワクチン第 2期接種状況 

2021 年度から 2024 年度までの MR ワクチン

第 2期接種対象児は 112 人であり、このうち接

種者は 71 人であった。接種率は 63.3％であり、

市全体の 2021 年度から 2023 年度までの平均

接種率 91.5％と比較して顕著に低かった（図 1-

1-1A）。 

一方で、112 人中 111 人には、接種対象年に

1回以上の外来受診歴が確認された。このこと

から、被保護世帯の子どもにおいてMR ワクチ

ン第 2期の接種率は低いものの、医療機関との

接点そのものが乏しいわけではないことが示

された。 

 

図 1-1-1A：各年の被保護世帯の⼦どもと⼦ども全体の
MR ワクチン 2 期の接種率の違い(ピンク⾊が被保護世
帯の⼦ども、グレーが市の⼦ども全体) *** p<0.01 

 

属性別にみると、世帯主の就労の有無や生活

保護の開始時期による接種率の明確な差は認

められなかった。世帯構成別では、母子世帯で

きょうだいがいない場合の接種率は 73.7％、母

子世帯できょうだいがいる場合は 62.7％、両親
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がそろっている世帯では 80.0％であった。一方、

三世代世帯等、両親以外の親族が同居する世帯

では 27.3％と低かった。 

接種者の接種月をみると、接種者 71 人のう

ち 22 人、すなわち 31.0％が 3 月に接種を受け

ていた。特に3月下旬に14人が接種しており、

接種期限直前に接種する行動が多くみられた

（図 1-1-1B）。 

 
図 1-1-1B：対象となった被保護世帯の⼦どもの各⽉の
接種⾏動 (ピンク⾊が被保護世帯の⼦ども、グレーが
市の⼦ども全体 各⽉の接種数の全接種数に占める割
合) 

また、被保護者の居住小学校区による接種率

と連動した被保護世帯の接種率の差も示唆さ

れた（図 1-1-1C）。 

 
図 1-1-1C：対象となった被保護世帯の⼦どもが居住す
る⼩学校区ごとの接種率 (ピンクのプロットが当該校
区に住む被保護世帯の⼦どもの接種率、グレーが市の
⼦ども全体の接種率) 

 

多変量ロジスティック回帰分析では、母親の出

産時年齢が若いほど、子どもの MR ワクチン第

2期接種率が低い傾向がみられた。母親の出産

時年齢が 35歳以上の群と比較して、25歳未満

の群の調整済みオッズ比は 0.27（95%信頼区

間：0.06−1.30, p=0.10）であり、25歳以上 35歳

未満の群の調整済みオッズ比は 0.37（95%信頼

区間：0.08−1.69, p=0.20）、p値は 0.20であった。

また、居住小学校区全体の接種率が低い地域に

住む被保護世帯の子どもほど、接種していない

傾向がみられた。小学校区全体の接種率が

90％以上の地域に住む子どもと比較して、接種

率が 80％未満の校区に住む子どもの調整済み

オッズ比は 0.17（95%信頼区間：0.02−1.11, 

p=0.06）であり、接種率が 80％以上 90％未満

の校区に住む子どもの調整済みオッズ比は

0.44（95%信頼区間：0.12−1.56, p=0.20）であっ

た。世帯構成については、両親がいる世帯と比

較して、ひとり親世帯の調整済みオッズ比は

0.26（95%信頼区間：0.04−1.85, p=0.18）であっ

た。また、三世代世帯等の複雑な世帯構成では

調整済みオッズ比が 0.04（95%信頼区間：

0.001−0.58, p=0.02）であり、接種率が有意に低

かった（表 1-1-1）。 

以上より、被保護世帯の子どもにおける MR

ワクチン第 2期接種率は市全体と比べて低く、

特に母親の出産時年齢、世帯構成、居住地域の

接種状況が接種行動と関連している可能性が

示された。 
 
表 1-1-1：被保護世帯の⼦どもの予防接種に関連する要
因：マルチレベルロジスティック回帰分析の結果 

 調整済み 
オッズ比 95%信頼区間 

母親の年齢区分   
35歳以上 参照   
25歳未満 0.27 0.06 1.30 
25歳以上 
35歳未満 

0.37 0.08 1.69 

校区接種率   
90%以上 参照   
80%未満 0.17 0.02 1.11 
80%以上
90%未満 

0.44 0.12 1.56 
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世帯の就労    
なし 参照   
あり 1.14 0.36 3.56 
世帯構成    
両親あり 参照   
ひとり親 0.26 0.04 1.85 
その他 0.04 0.00 0.58 
子どもの性別   
男児 参照   
女児 1.66 0.59 4.69 
出生順    
第1子 参照   
第2子以降 0.67 0.22 2.05 
子どもの障害等認定   
なし 参照   
あり 2.40 0.29 19.71 
年度    

2021 参照   
2022 0.98 0.22 4.41 
2023 1.75 0.36 8.49 
2024 2.05 0.44 9.45 

 

研究 1-1-2：生活保護利用期間中に出産を経験

した女性と出生児に関する分析 
6市町村において、生活保護利用期間中に出

産を経験した母親 60 人と、その出生児 60 人を

抽出した。母親の出産時年齢の中央値は 29歳、

四分位範囲は 24歳から 33歳であった。 

 

図 1-1-2：出産を経験する被保護者⼥性に関するまとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

母親の多くは世帯主であり、42 人、70.0％が

本人を世帯主とする世帯であった。一方、配偶

者が世帯主である者は 7 人、11.7％であった。

観察期間中に就労していた者は 21 人、35.0％

であり、精神障害者保健福祉手帳を所持してい

た者は 7 人、11.7％であった。 

生活保護の利用開始時期をみると、出産と同

時期に生活保護の利用を開始した者は 24 人、

40.0％であり、出産以前から生活保護を継続し

て利用していた者は 36 人、60.0％であった。

出産月に医療扶助による入院歴があった母親

は 28 人、46.7％であり、出生月に医療扶助を

利用していた出生児は 30人、50.0％であった。 

医療扶助の利用と母親や世帯の特性との間

に明確な傾向は認められなかった。しかし、個

別事例の検討では、早産や出産直前に生活保護

利用を開始した事例など、妊娠期から出産・出

生直後にかけて支援上の困難が想起されるケ

ースが確認された（図 1-1-2）。 
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これらの結果から、生活保護利用期間中に出

産を経験する女性には、若年での出産、単独で

世帯主となる状況、精神障害、就労の不安定さ、

出産と同時期の生活保護開始など、妊娠・出産・

養育をめぐる複合的な支援ニーズを有する者

が含まれることが示された。 

 

研究 1-1-3：中学校給食導入が被保護世帯の子

どもの医療利用に与える影響に関する分析 
 中学校給食が導入された自治体 A の被保護

世帯の中学生 228 人と、すでに中学校給食が導

入済みであった自治体 B の被保護世帯の中学

生 185 人を比較した。 

 給食導入前には、介入群である自治体 A の 1

人・月あたりの診療日数および診療報酬点数は、

対照群である自治体 B よりも一貫して低かっ

た。しかし、中学校給食導入後には、自治体 A

において 1 人・月あたりの診療日数および診療

報酬点数がともに上昇し、介入群と対照群の差

は縮小した。 

差分の差分法による推定では、中学校給食の

導入により、1人・月あたりの診療日数は約 0.23

日増加しており、p値は 0.007であった。また、

1 人・月あたりの診療報酬点数は約 602点増加

しており、保険点数換算で約 6,000円相当の増

加であった。p値は 0.050であった。 

 

図 1-1-3：中学校給⾷導⼊群（介⼊群）とすでに実施し
ていた群（対照群）の 1 ⼈・⽉あたりの診療⽇数が均
衡するようになった。⻘：介⼊群、橙：対照群 

 

これらの結果から、中学校給食導入後には、

被保護世帯の中学生における医療利用水準が

対照自治体に近づき、両自治体間の医療利用の

差が縮小したことが示された。中学校給食の導

入は、栄養状態や学校生活上の支援にとどまら

ず、被保護世帯の子どもが医療につながる機会

や健康状態の把握にも影響した可能性がある。 

 

研究 1-2：高齢被保護者の健康実態に関する研

究 
研究 1-2-1：高齢被保護者を対象としたフレイ

ル調査 
フレイル調査の回答者は 681 人であった。平

均年齢は 80.1歳、標準偏差は 3.85歳であり、

女性が 373 人、54.8％、男性が 308 人、45.2％

であった。 

現在の健康状態については、「ふつう」が 337

人、49.5％で最も多く、「あまりよくない」が 172

人、25.3％、「よくない」が 25 人、3.7％であっ

た。「よい」または「まあよい」と回答した者

は 102 人、15.0％であり、自身の健康状態を良

好と評価する者は限定的であった。 

生活満足度については、「満足」が 115 人、

16.9％、「やや満足」が 314 人、46.1％であり、

あわせて約 6割が一定の満足を示していた。一

方で、「やや不満」が 176 人、25.8％、「不満」

が 42 人、6.2％であり、約 3割には生活への不

満がみられた。 

栄養・口腔機能に関する項目では、1日 3食

食べている者は 492 人、72.2％であった一方、

181 人、26.6％は 1日 3食食べていなかった。

固いものが食べにくいと回答した者は 324 人、

47.6％、お茶や汁物等でむせると回答した者は

184 人、27.0％であった。また、半年間で 2〜

3kg 以上の体重減少があった者は 159 人、

23.3％であった。 

身体機能に関する項目では、歩く速度が遅く
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なったと回答した者が 483 人、70.9％と高い割

合を占めた。過去1年間に転倒した者は182人、

26.7％であり、週 1 回以上運動している者は

395 人、58.0％であった一方、276 人、40.5％は

週 1回以上の運動をしていなかった。 

社会参加・社会的つながりに関する項目では、

週に 1回以上外出している者は 576 人、84.6％

であった一方、84 人、12.3％は週 1回以上外出

していなかった。家族や友人との付き合いがあ

る者は 471 人、69.2％であり、200 人、29.4％

は付き合いがないと回答した。身近に相談でき

る人がいる者は 493 人、72.4％であったが、182

人、26.7％は相談できる人がいないと回答した。 

健診受診歴については、健診を受診していた

者は 64 人、9.4％にとどまり、617 人、90.6％

は健診受診歴がなかった。 

フレイル判定では、フレイルに該当した者は

284 人、41.7％であり、該当しない者は 248 人、

36.4％であった。未回答項目があるため判定不

能であった者は 149 人、21.9％であった（別添

表 1-2-1A を参照（p 26））。 

性別にみると、男性では女性と比較して、1

日 3食食べていない者、半年間で 2〜3kg以上

の体重減少があった者、現在喫煙している者、

家族や友人との付き合いがない者、身近に相談

できる人がいない者の割合が高かった。フレイ

ル該当割合も、女性 38.1％に対し男性 46.1％で

あり、男性で高かった（別添表 1-2-1B を参照

（p 28））。 

居住圏域別にみると、平均年齢に大きな差は

認められなかった。歩く速度が遅いと回答した

者の割合や健診受診歴には圏域差がみられた

が、フレイル該当割合そのものには統計学的に

有意な地域差は認められなかった。いずれの圏

域においても、歩行速度低下や健診未受診の割

合が高く、高齢被保護者全体に共通する健康支

援上の課題が示された。 

 

研究 1-2-2：郵送調査回答者の代表性に関する

分析 
中核市 X の日常生活圏域ニーズ調査におい

て、サンプリング対象となった高齢者は 6,150

人であった。うち回答が得られた者は 3,326 人

であり、全体の回答率は 54.1％であった。 

サンプリング対象者のうち、被保護者は 162

人であり、そのうち 79 人が調査に回答してい

た。被保護者の回答率は 48.8％であり、調査全

体の回答率 54.1％を下回っていた。 

社会経済状況別に回答率を比較したところ、

全体の回答率と比較して、被保護者の回答率が

最も低く、次いで住民税非課税の低所得群、均

等割のみ課税の低所得群で回答率が低かった。

すなわち、社会経済的に不利な状況にある高齢

者ほど、郵送調査に回答しにくい傾向が認めら

れた（図 1-2-2A）。 

 
図 1-2-2A：介護保険料区分に基づく所得区分と被保護
者（⽣活保護利⽤者）の調査回答率の違い  

 

さらに、生活保護利用者に限定して分析した

ところ、独居の利用者は、同居者のいる利用者

よりも回答している傾向がみられた。独居の生

活保護利用者の回答率比は 1.48（95％信頼区間 

1.02−2.13、p=0.04）であった（図 1-2-2B）。 
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図 1-2-2B：被保護者における調査回答率の規定要因：
多変量ポアソン回帰分析の結果  

 

これらの結果から、高齢者を対象とした一般

的な社会調査では、被保護者や住民税非課税者

など、社会経済的に不利な状況にある高齢者の

声が十分に反映されにくいことが示された。特

に、被保護者の中でも同居者のいる者は回答が

得られにくく、郵送調査の結果をもとに高齢者

全体の健康・生活実態を解釈する際には、非回

答による選択バイアスに留意する必要がある。 

 
研究 1-3：精神科に長期入院する被保護者の実

態に関する研究 
X市の対象者 85 人に係る総医療扶助費は年

間約 4.7億円であり、全医療扶助費の約 5％を

占めていた。対象者 1 人あたりの平均医療扶助

費は年間約 500 万円であった。性別は男性 31

人、女性 54 人であり、女性が多かった。対象

者の平均年齢は 65.9 歳であり、年齢階級別で

は 60 歳代が 22 人で最も多かった。20 歳代以

下の者はいなかった（図 1-3A）。 

一方、長期入院開始時の平均年齢は 54.3 歳

であり、入院開始時の年齢階級では 40歳代が

22 人で最も多かった。長期入院開始時点では

20 歳代以下の者も 6 人含まれていた。平均入

院期間は 4,409日であり、きわめて長期にわた

る入院が継続していた（図 1-3A）。 

主診断は ICD-10 分類の F2、すなわち統合失

調症、統合失調症型障害および妄想性障害に該

当する者が 65 人で最も多かった。入院形態は

医療保護入院が 43 人、任意入院が 41 人であ

り、両者がほぼ同程度であった（図 1-3A）。 

障害者手帳の所持状況については、精神障害

者保健福祉手帳 1 級の所持者が 28 人、2 級の

所持者が 29 人であった。3 級の所持者はいな

かった。また、療育手帳所持者は 5 人、身体障

害者手帳所持者は 9 人であった（図 1-3A）。 

住居の状況をみると、住居がある者は 11 人

にとどまった。これらの者はいずれも、入院中

の本人以外に世帯員がいる世帯であった。すな

わち、多くの対象者では、退院後に戻ることの

できる住居が確認されなかった（図 1-3A）。 

精神疾患入院要否意見書における「入院外医

療が困難な理由」をみると、医療上の問題とし

ては、「病状不安定」が 66 人で最も多く、次い

で「服薬管理」が 50 人であった。また、「問題

行動」、すなわち暴言、暴力、粗暴行為、迷惑 

図 1-3A：精神科⻑期⼊院を経験する被保護者の社会⼈
⼈⼝学的要因および病状・⼊院⽇数の分布：記述統計  
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行為、衝動行為、多飲水等が 38 人、「身体的合

併症」が 24 人であった（図 1-3B）。 

医療上の問題以外では、「日常生活に指導を

要する」が 50 人、「家族の受け入れが困難」が

36 人、「住居確保が困難」が 27 人であった。

また、過去に施設入所等の経験がある者は 23

人、27％であった。地域生活や施設生活への移

行を経験した者も一定数存在したものの、再び、

あるいは継続して精神科病床での長期入院に

至っている者が含まれていた。一方で、令和元

年度以降に新たに長期入院に至った者は 7 人

のみであり、対象者の多くはそれ以前から長期

にわたり入院していた（図 1-3B）。 

図 1-3B：精神科⻑期⼊院を経験する被保護者の精神疾

患⼊院要否意⾒書、ケース記録のまとめと⼊院時期の

検討：記述統計 

 

研究 1-4：医療扶助による睡眠薬等の処方の関

連要因に関する研究 
分析対象となった被保護者 4,155 人のうち、

睡眠薬等の処方があった者は 1,439 人であり、

全体の 34.6％であった。 

マルチレベルポアソン回帰分析の結果、地域

レベルの社会参加が 1 標準偏差高い場合の睡

眠薬等処方ありのリスク比は 0.97（95％信頼区

間 0.91−1.03）。地域レベルの社会的凝集性が 1

標準偏差高い場合のリスク比は 1.03（95％信頼

区間 0.96−1.10）、地域レベルの互酬性が 1標準

偏差高い場合のリスク比は 0.98（95％信頼区間

0.93−1.03）であった。 

いずれの地域ソーシャル・キャピタル指標に

ついても、被保護者における睡眠薬等の処方有

無との明確な関連は認められなかった。 

 

研究 1-5：被保護者の健康支援に資するアルゴ

リズム開発に関する研究 
中核市 X の子どもの生活状況聞き取り調査

の回答者 307 人のうち、男子は 166 人、54.1％、

女子は 141人、45.9％であった。年齢階級では、

7～12歳が 137 人、44.6％で最も多く、次いで

13～15 歳が 80 人、26.1％、3～6 歳が 63 人、

20.5％、0～2歳が 27 人、8.8％であった。主観

的健康観については、「良い」が 284 人、92.5％

であり、多くの子どもで健康状態は良好と評価

されていた。一方で、病気ありとされた者は 89

人、29.0％であった。病名としては、発達障害、

自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症が 21

人、6.8％、喘息・アレルギーが 20 人、6.5％、

耳鼻科疾患が 9 人、2.9％、精神疾患が 4 人、

1.3％などであった。医療利用については、受診

頻度が「なし、その他を含む」とされた者が 247

人、80.5％であり、定期的な受診をしている者

は一部に限られていた。一方で、かかりつけ医

がある者は 173 人、56.4％であり、122 人、39.7％

はかかりつけ医がないと回答していた。学校適

応に関する項目では、欠席頻度について「なし」

が 270 人、88.0％、遅刻頻度について「なし」

が 282 人、91.9％であり、多くの子どもでは欠

席や遅刻は認められなかった。一方で、毎日ま

たは長期の欠席がある者は 19 人、6.2％、週 2
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回以上遅刻している者は 13 人、4.2％であり、

一部に学校生活上の困難を有する子どもが存

在した。生活習慣については、入浴習慣が毎日

ある者は 267 人、87.0％、歯磨き習慣がある者

は 268 人、87.3％であった。食事回数は 1日 3

回が 257 人、83.7％で最も多かった。一方で、

1日 2回以下、決まっていない、または欠損を

含む者も一定数認められ、生活習慣の不安定さ

を有する子どもが含まれていた（表 1-5）。 

以上より、回答者全体では主観的健康観、学

校適応、生活習慣において比較的良好な指標が

多くみられた一方で、一部には疾患、医療利用、

欠席・遅刻、食事回数の不足等の課題を有する

子どもが存在した。 

 

表 1-5：X 市の被保護世帯の⼦どもの⽣活状況聞き取

りデータの記述統計量（n=307） 
変数 カテゴリー n (%) 
性別 男子 166 (54.1)     

女子 141 (45.9) 
年齢 0～2歳 27 (8.8) 
 3～6歳   63 (20.5) 
 7～12歳 137 (44.6) 
 13～15歳 80 (26.1) 
主観的健康観 良い 284 (92.5) 
 悪い 16 (5.2) 
 未回答  7 (2.3) 
病気の有無 あり 89 (29.0) 
 なし 209 (60.1) 
 未回答 9 (2.9)   
病名 発達障害、ASD、

ADHD 
 21 (6.8) 

 
喘息、アレルギー  20 (6.5) 

 耳鼻科疾患（中耳

炎など） 
9 (2.9) 

 
精神疾患（摂食障

害、適応障害など） 
4 (1.3) 

 眼科疾患（斜視、乱

視など） 
3 (1.0) 

 てんかん 3 (1.0)  
内分泌・血液疾患 2 (0.7) 

 その他  20 (6.5) 
 なし 225 (73.3) 
受診頻度 月 1回以上 28 (9.1) 
 2～3か月ごと 7 (2.3) 
 年 1～3回  11 (3.6) 
 年 4～6回 8 (2.6) 
 不定期 6 (2.0)       

 なし（その他を含

む） 
247 (80.5) 

かかりつけ医 あり 173 (56.4) 
 なし 122 (39.7) 
 未回答 12 (3.9) 
手帳の名称 療育手帳 20 (6.5)   
 精神障害者保健福

祉手帳 
 10 (3.3) 

 なし 277 (90.2) 
欠席頻度 毎日・長期 19 (6.2) 
 週 2～4回 11 (3.6) 
 週 1回 7 (2.3) 
 なし 270 (88.0) 
遅刻頻度 週 2回以上 13 (4.2)    
 週 1回  6 (2.0) 
 月 1回 6 (2.0) 
 なし 282 (91.9) 
入浴習慣 毎日 267 (87.0) 
 2日に 1回 11 (3.6) 
 不規則 9 (2.9) 
 未回答 20 (6.5) 
歯磨きの習慣 あり 268 (87.3)   
 なし   15 (4.9) 
 未回答   24 (7.8) 
虫歯の有無 あり 52 (16.9) 
 なし 201 (65.5) 
 未回答 54 (17.6)    
スマートフォン 所有あり 160 (52.1)    
 所有なし 126 (41.0) 
 未回答 21 (6.8) 
食事回数 3回 257 (83.7) 
 2回 27 (8.8) 
 1回 3 (1.0) 
 それ以外 3 (1.0)  
 決まっていない 6 (2.0) 
 欠損値   11 (3.6) 

 

これらのデータから形成された 5 つサブ集

団は、それぞれ異なる健康・生活上の特徴を示

した。 

グループ 1：乳幼児・生活安定群 

グループ 1 は、0～6 歳の低年齢層を中心と

し、食事習慣等の基本的生活習慣が比較的安定

している群であった。明確な健康課題や学校生

活上の課題は目立たず、養育環境や生活リズム

が一定程度維持されている子どもたちと考え

られた。 

グループ 2：疾患・生活不安定群 

グループ 2 は、13～15 歳の思春期の子ども
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を中心とし、疾患を有することに加えて、食事

習慣の不規則性、欠席の多さ、主観的健康観の

不良が同時に認められる群であった。健康面と

生活面、学校適応上の課題が重なっており、支

援の必要性が高い子どもたちであると考えら

れた。 

グループ 3：発達・医療依存群 

グループ 3 は、発達障害やてんかん等の疾患

を有し、精神障害者保健福祉手帳や療育手帳の

所持、定期的な医療受診が認められる群であっ

た。すでに医療や福祉サービスとの接点を有し

ており、継続的な支援や関係機関との連携が必

要な子どもたちであると考えられた。 

グループ 4：生活困難・未受診群 

グループ 4 は、食事回数の不足、欠席や遅刻

の多さ、医療受診なし、かかりつけ医の不在な

どを特徴とする群であった。明確な疾患が把握

されていないにもかかわらず、生活基盤の脆弱

さや医療へのつながりにくさが認められた。こ

の群は、医療機関の受診歴や診断名を中心とし

た把握では見落とされやすい可能性がある。生

活習慣や学校生活、医療アクセスに関する情報

を組み合わせて把握することで、支援未介入の

子どもを早期に発見できる可能性が示された。 

グループ 5：心理社会的課題群 

グループ 5 は、小学生から中学生の女子に多

く、精神疾患の存在や生活習慣の不規則性が認

められる群であった。心理的・社会的な困難を

抱えている可能性があり、医療的支援に加えて、

学校、家庭、福祉、心理的支援を含む多面的な

支援が必要な子どもたちであると考えられた。 

 

以上のように、本報告書の研究 2で開発した

子どもを対象に聴取するフェイスシートは、子

どもたちの特徴をアルゴリズムにより想起し

やすい集団へとグルーピングすることが可能

になることが示唆された。しかしながら、回収

数が十分でなかったことと、入院等のイベント

の発生が少なかったことから予測モデルの構

築までは確立できなかった。成人を含め被保護

者のフェイスシートデータ等をより広く収集

することができれば、被保護者像をより明確に

し、優先して支援すべき被保護者を抽出するこ

とが可能になると期待される。 

 

研究 1-6：公的データを活用した被保護者健康

管理支援事業の検証 
研究 1-6-1：自治体におけるデータ利活用状況

と地域特性の関連 
分析対象となった 81 自治体のうち、令和 7

年度時点で、重複投薬対策として他法によるレ

セプト確認を実施していた自治体は 21自治体、

25.9％であった。また、被保護者への支援にお

いて健康増進法に基づく健診データを活用し

ていた自治体は 60自治体、74.1％であった。  

修正ポアソン回帰分析の結果、重複投薬対策

としての他法レセプト確認の実施は、1 人当た

り医療扶助費が高い自治体で多い傾向が認め

られた。連続変数として扱った 1 人当たり医療

費は、事業実施と正の関連を示し、IRR は 1.008

（95％信頼区間は 1.003−1.014）であった。1 人

当たり医療費を五分位カテゴリで扱った分析

では統計学的に有意な差は認められなかった

ものの、最上位の第 5五分位で実施割合が高い

傾向がみられた。 

一方、健康増進法に基づく健診データの活用

については、1 人当たり医療扶助費との明確な

関連は認められなかったが、糖尿病患者割合と

正の関連が認められた。糖尿病患者割合が高い

自治体ほど健診データを活用している傾向が

あり、IRR は 1.08（95％信頼区間 1.00−1.15）で

あった。  

これらの結果から、医療扶助費が高い自治体

では重複投薬対策としてのデータ利活用が、糖
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尿病患者割合が高い自治体では健診情報を用

いた健康支援が実施されている可能性が示さ

れた。 

 

研究 1-6-2：生活保護世帯の家計支出構造の変

化 
社会保障生計調査の個票データを用いた分

析では、令和元年を基準とした場合、保健医療

費は令和 2 年以降すべての年で有意に増加し

ていた。光熱水道費も令和 3 年以降に有意な増

加が認められた。一方、教養娯楽費は令和 3 年

以降に減少傾向を示し、特に令和 3 年および令

和 4 年では有意な減少が確認された。  

食料総額は令和 2 年以降段階的に増加して

いたが、その内訳には異なる傾向がみられた。

菓子類支出は令和 2 年以降一貫して有意に増

加しており、野菜・海藻・果物支出も一定の増

加を示したが、その増加幅は年次とともに縮小

する傾向がみられた。また、被服及び履物費は

令和 4 年以降に有意な減少が認められ、たばこ

支出は令和 4 年以降に有意な増加が認められ

た。 

子育て世帯についてみると、実収入総額に占

める保健医療費の割合が 5％未満である世帯

は、いずれの年度でも 95％前後で推移してお

り、年度間で大きな変動は認められなかった。

一方、実収入総額に占める食料費の割合が

20％以上である子育て世帯の割合は、令和元年

度の 12％から令和 5 年度には 16.4％へと増加

傾向を示した。特に、母子世帯では世帯構成に

より食料費の推移に違いがみられた。  

特別定額給付金による一時的な所得増加に

対する消費反応を差分の差分法で検討したと

ころ、給付前後 1か月の分析では教養娯楽費が

有意に増加した。給付前後 3か月平均の分析で

は、教養娯楽費に加えて、野菜・海藻・果物支

出、菓子類支出にも有意な増加が認められた。  

以上より、家計支出を指標とした場合、被保

護者健康管理支援事業の導入に対応する明確

な変化は現時点では十分に確認されなかった。

一方で、追加的な給付は、教養娯楽費など生活

の質に関わる支出や、食品支出の一部の増加と

関連する可能性が示された。 

 

研究２：子どもフェイスシート開発  
修正デルファイ法では、研究協力を依頼した

53名のうち 49名から回答を得た。参加者はケ

ースワーカー25名、査察指導員 10名、保健師

9名を中心としており、福祉事務所に所属する

者が大多数であった。子どもと養育者の双方を

支援した経験がある者は 31名であった。  

3回の調査を通じて、各フェイスシートの項

目は段階的に精選された。生活状況聞き取りフ

ェイスシートは 29項目から 17項目へ、子ども

回答フェイスシートは 36項目から 24項目へ、

養育者回答フェイスシートは11項目から10項

目へ整理された。  

生活状況聞き取りフェイスシートでは、睡眠、

食事、身の回りの生活、通学、放課後の活動、

家庭での学習、スマートフォンの利用、家族と

の関わりなど、子どもの生活の基本構造と社会

的関係を把握する項目が最終的に残された。一

方、実務者からは「質問数が多い」「細かすぎ

ると回答しにくい」といった意見があり、現場

での聞き取り負担を考慮して項目が絞り込ま

れた。  

子ども回答フェイスシートでは、子ども自身

の健康状態、医療受診、身体症状、日常生活、

学校生活、困りごと等を把握する項目が採択さ

れた。一方、歯科関連項目は同意率が基準に達

せず、最終的には削除された（なお、歯科関連

項目は依然として重要であり、分担研究報告書

において、その支援方法をレビューした結果を

掲載した：p71 を参照）。養育者回答フェイスシ
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ートでは、子どもの健康状態、発達、養育状況

に関する項目が高い評価を受け、ほとんどの項

目が維持された。  

当事者インタビューでは、フェイスシートは

「あったらよい」と肯定的に受け止められた。

一方で、質問の仕方によっては子どもが警戒心

や不信感を抱く可能性があり、一問一答形式で

情報を収集するのではなく、会話を重視しなが

ら関係形成を進めることが重要であると示さ

れた。また、円グラフ等を用いて一緒に生活状

況を整理する方法、筆談やイラストを用いたコ

ミュニケーション、安心して話せる面談環境の

設定、質問順序への配慮が必要であることが示

された。  

最終的に、本研究では、生活状況聞き取りフ

ェイスシート、子ども回答フェイスシート、養

育者回答フェイスシートの確定版に加え、フェ

イスシート活用ガイド、各項目の解説と活用例、

実務者へのヒアリング結果が作成された。これ

らは、福祉事務所において被保護世帯の子ども

の状況を体系的かつ効率的に把握し、支援につ

なげるための実践ツールとして位置づけられ

る。 

 

研究３：被保護世帯の子どもの健康支援に関す

るケースワーカーに対する調査  
1）回答者の特徴 

回答者 299名のうち、年齢は 20 代が 95名、

31.8％で最も多く、次いで 30 代が 89名、29.8％

であった。通算経験年数は 5 年未満が 235名、

78.6％と大多数を占めていた。社会福祉士資格

を有する者は 73 名、27.3％であった。勤務地

域は 3級地、すなわち地方部が 171名、57.4％

で最も多かった。子どもへの年間接触回数は年

2回、すなわち法定最低回数が 161名、54.8％

であり、過半数のケースワーカーが子どもとの

接触頻度は最低限にとどまっていた。  

 

2）ケースワーカーの支援判断構造 

支援判断に関する 24項目について探索的因

子分析を行った結果、3 因子構造が抽出された。

分析の適合性は良好であり、Kaiser-Meyer-

Olkin(KMO)指標は 0.927、累積寄与率は 67.6％

であった。  

第 1 因子は、間食、メディア視聴、偏食、外

遊び、食事時間の規則性、加工食品、歯磨き、

睡眠、入浴、欠食などに関する項目で構成され、

「生活習慣・日常生活管理」と命名された。第

2 因子は、養育者の精神的疲弊、肉体的疲労、

子育てへの関心、家庭内環境等に関する項目で

構成され、「養育環境・保護者要因」と命名さ

れた。第 3 因子は、子どもの言動、既往歴・現

病歴、保護者との意思疎通、発育状況に関する

項目で構成され、「発達・コミュニケーション」

と命名された。各因子の Cronbach’s α係数はい

ずれも 0.80 以上であり、内的一貫性は良好で

あった。 因子得点を用いたクラスター分析で

は、支援判断スタイルは 3類型に分類された。

第 1 は「標準型」で、94名、57.0％を占め、3

因子すべての得点が平均的であった。第 2 は

「包括的支援志向型」で、41名、24.8％を占め、

生活習慣、養育環境、発達・コミュニケーショ

ンのいずれの観点にも積極的に着目する傾向

がみられた。第 3 は「支援関与低位型」で、30

名、18.2％を占め、3 因子すべての得点が低く、

健康支援アセスメントへの関与が全般的に乏

しい特徴を示した。  

 

3）ケースワーカーが認識する困難と可能性 

自由記述の計量テキスト分析では、ケースワ

ーカーが語る困難は、「情報入手の困難」「支援

実践の困難」「連携の困難」という三層構造と

して整理された。情報入手の困難では、保護者

が保持する記録の閲覧や他機関が保有する情
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報の共有において、同意取得、プライバシー、

閲覧許可、情報提供の難しさが語られていた。

支援実践の困難では、医学的知識の不足、業務

量の多さ、時間的制約、子ども本人への聞き取

りの難しさなどが示された。連携の困難では、

関係機関との役割分担、情報共有、業務範囲、

時間的制約が課題として挙げられた。  

一方、可能性に関する語りは、「連携の成功」

と「可能性の展望」という二層構造を示した。

連携がうまくいく場合には、機関同士の抽象的

な連携というよりも、特定の担当者を介した顔

の見える関係や継続的なやりとりが重要であ

ることが示唆された。また、保健領域との連携

は、成功事例としてよりも今後の可能性として

語られており、子どもの健康支援における保健

部門との連携が十分に制度化されていないこ

とが示された。 

支援判断スタイル別に自由記述をみると、

「支援関与低位型」では「無い」「特に」とい

った語が特徴的に出現した。Key Word In 

Context（KWIC）コンコーダンスによる分析で

は、これらの語りは単なる関心の低さではなく、

ケースワーカー個人の専門性や知識の不足、組

織としての実践資源の不足、制度的な支援基盤

の不足という三層の構造的不在を反映してい

ると解釈された。 

 

Ｄ．考察 
本研究班では、被保護者健康管理支援事業の

主な対象となっている 40歳以上の被保護者に

限定せず、妊産婦、子ども、若年成人、高齢者、

長期入院者、精神的健康課題を抱える者など、

多様なライフステージと生活状況にある被保

護者の健康状態や健康課題について検討した。

その結果、被保護者の健康課題は、特定の年齢

層や疾病に限定されるものではなく、出生前後、

子ども期、思春期、成人期、高齢期にわたって

連続的に存在し、生活環境、家族関係、地域資

源、制度利用状況、支援者との接点によって大

きく影響を受けることが示された。 

第一に、被保護世帯の子どもや妊産婦につい

ては、医療扶助データのみでは把握しきれない

健康・生活課題が存在することが明らかとなっ

た。MR ワクチン第 2期の接種率は市全体と比

較して低く、しかも対象児のほとんどに外来受

診歴があったことから、医療機関との接点があ

ることと、予防接種や予防的支援につながるこ

とは同義ではないことが示された。また、生活

保護利用期間中に出産を経験した女性には、若

年での出産、出産と同時期の生活保護開始、精

神障害、就労の不安定さなど、妊娠・出産・養

育をめぐる複合的な支援ニーズを有する者が

含まれていた。さらに、中学校給食導入後に被

保護世帯の中学生の医療利用が増加した結果

は、学校を基盤とした生活支援施策が、栄養や

学校生活だけでなく、健康把握や医療アクセス

にも影響しうることを示唆している。 

第二に、高齢被保護者については、既存の高

齢者保健事業から抜け落ちやすい集団である

ことが改めて確認された。被保護者は後期高齢

者医療制度のフレイル調査の対象外となるた

め独自に調査を実施した結果、回答者の約 4割

がフレイルに該当し、歩行速度の低下、口腔機

能の低下、体重減少、運動不足、社会的つなが

りの乏しさ、健診未受診など、複数の健康・生

活課題が確認された。特に男性では、1日 3食

食べていない者、体重減少を経験した者、喫煙

者、家族や友人との付き合いがない者、相談相

手がいない者が多く、フレイル該当割合も高か

った。一方で、郵送調査の代表性に関する分析

からは、被保護者集団は、一般的な高齢者調査

に回答しにくい傾向があることも示された。し

たがって、郵送調査に回答した者のデータのみ

をもって高齢被保護者全体の実態を評価する
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ことには限界があり、回答しにくい層に到達す

るための把握方法が必要である。 

第三に、精神科病床に長期入院する被保護者

の分析からは、医療上の課題と生活・社会的課

題が重なることで、精神科病院が事実上の療

養・生活の場として固定化している可能性が示

された。対象者の平均入院期間は極めて長く、

主診断は統合失調症圏が大半を占めていたが、

入院外医療が困難な理由としては、病状不安定

や服薬管理だけでなく、日常生活に指導を要す

ること、家族の受け入れ困難、住居確保困難な

どが多く挙げられていた。住居がある者は少な

く、多くの対象者では退院後の生活基盤が十分

に確保されていなかった。このことは、長期入

院者の地域移行を進めるためには、医療的支援

だけでなく、住まい、生活支援、家族以外の社

会的サポート、障害福祉サービス等を一体的に

整備する必要があることを示している。ただし、

令和元年以降に長期入院に至っているものは

少なく、古くからの長期入院者への対応が課題

であると言える。 

第四に、睡眠薬、抗精神病薬、抗うつ病薬等

の処方に関する分析では、被保護者の約 3 分の

1 に睡眠薬等の処方が医療扶助レセプトデー

タから確認された一方で、居住地域ソーシャ

ル・キャピタルとの明確な関連は認められなか

った。この結果は、昨年度報告した多剤処方と

整合しなかった。これは、被保護者における睡

眠薬等の処方を医療扶助のみで特定している

ことが影響している可能性がある。自立支援医

療のレセプトデータからより被保護者個々の

精神科治療薬の実態を捉える必要があるかも

しれない。したがって、睡眠薬等の適正使用や

精神的健康支援を検討する際には、医療扶助レ

セプトデータだけでなく、他法のデータに加得

ることが有用である。一方で、本人が実際に利

用可能なお薬手帳の携帯や、かかりつけ薬局の

設定などといったしくみの構築により、個別の

被保護者からデータを収集する仕組みが必要

な可能性があった。 

第五に、子どもの生活状況の聞き取りデータ

を用いたグループ分類では、被保護世帯の子ど

もが均質な集団ではなく、異なる特徴を有する

複数の集団に分類でき、それを想像しやすくで

きる可能性が示された。発達上の課題や医療へ

の依存群、疾患・生活不安定群、生活困難・未

受診群、心理社会的課題群など、異なる支援ニ

ーズをもつ集団が抽出されたことは、子どもの

健康支援において、一律の支援ではなく、状態

像に応じた支援設計が必要であることを示し

ている。特に生活困難・未受診群は、明確な疾

患が把握されていないにもかかわらず、食事回

数の不足、欠席・遅刻、医療未受診、かかりつ

け医の不在といった課題を有しており、医療扶

助レセプトや診断名に基づく把握では見落と

されやすい可能性がある。今年度はアウトカム

の発生数が十分ではなく、予測モデルとしての

アルゴリズム開発には至らなかったが、フェイ

スシートを用いたグループ分析は、将来的に支

援ニーズの高いリスク集団を抽出する手法と

なりうる可能性を示した。成人を含め被保護者

のフェイスシートデータ等をより広く収集す

ることができれば、被保護者像をより明確にし、

優先して支援すべき被保護者を抽出すること

が可能になると期待される。 

第六に、公的データを活用した分析からは、

被保護者健康管理支援事業の実施状況と地域

特性との関連を一定程度可視化できることが

示された。医療扶助費が高い自治体では、重複

投薬対策として他法レセプト確認が行われて

いる傾向があり、糖尿病患者割合が高い自治体

では、健診データの活用が進んでいる可能性が

認められた。これは、自治体におけるデータ利

活用が、地域の医療扶助費や疾病構造といった
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実情に応じて進められている可能性を示す。一

方で、社会保障生計調査を用いた家計支出分析

では、被保護者健康管理支援事業の導入に対応

する明確な支出構造の変化は確認されなかっ

た。導入時期が新型コロナウイルス感染症流行

や物価変動の時期と重なっていたこと、被保護

者健康管理支援事業の効果が中長期的な健康

アウトカムとして現れる可能性が高いことを

踏まえると、家計支出のみを用いて事業効果を

評価することには現時点では限界があった。一

方で、特別定額給付金の分析からは、追加的な

所得が教養娯楽費や食品支出の一部を増加さ

せる可能性が示され、生活の質を支える裁量的

支出への配慮も健康支援の一部として重要で

ある可能性が示唆された。 

第七に、研究 2で開発した子どもフェイスシ

ートは、福祉事務所において被保護世帯の子ど

もや養育者の健康・生活状況を体系的に把握す

るための実践的な基盤となりうるものである。

修正デルファイ法により、ケースワーカー、査

察指導員、保健師等の実務者の合意を得ながら、

生活状況聞き取りフェイスシート、子ども回答

フェイスシート、養育者回答フェイスシートの

項目が精選された。また、当事者インタビュー

からは、フェイスシートは子どもの状況や困り

ごとを把握する有効なツールとして期待され

る一方、質問の仕方や面談環境によっては子ど

もに警戒心や負担感を与える可能性があるこ

とも示された。したがって、フェイスシートは

単なる情報収集票としてではなく、子どもとの

関係形成を支える媒介として活用される必要

がある。会話を重視したやりとり、視覚的ツー

ルの活用、安心して話せる環境設定、質問順序

への配慮などが、現場実装において重要である。 

第八に、ケースワーカー調査からは、生活保

護世帯の子どもの健康支援における現場の判

断構造と支援実践上の困難が明らかとなった。

ケースワーカーの支援判断は、「生活習慣・日

常生活管理」「養育環境・保護者要因」「発達・

コミュニケーション」の 3 因子から構成されて

いた。また、支援判断スタイルは「標準型」「包

括的支援志向型」「支援関与低位型」に分類さ

れた。自由記述分析からは、ケースワーカーが

直面する困難が、情報入手、支援実践、連携の

三層にまたがっていることが示された。特に支

援関与低位型における「無い」「特に」といっ

た語りは、単なる関心の低さではなく、個人の

専門性不足、組織の実践資源不足、制度的足場

の不足という構造的不在を反映していた。これ

は、子どもの健康支援の実装において、ケース

ワーカー個人の努力や研修だけでは不十分で

あり、制度上の位置づけ、情報共有の仕組み、

関係機関連携、人員体制を含めた多層的な支援

基盤が必要であることを示している。 

以上の知見を総合すると、被保護者健康管理

支援事業に今後検討が求められる事項として、

第一に、支援対象を 40歳以上の生活習慣病対

策に限定せず、ライフコース全体にわたる健康

支援へと拡張することである。妊産婦、子ども、

若年成人、高齢者、精神疾患を抱える者、長期

入院者など、それぞれのライフステージや生活

状況に応じた支援課題を明確に位置づける必

要がある。第二に、医療扶助レセプトだけでな

く、母子保健、予防接種、学校保健、健診、介

護、障害福祉、教育、家計支出等の情報を、制

度横断的に活用する仕組みが求められる。第三

に、支援対象者を把握するためには、疾病名や

医療利用だけでなく、生活習慣、学校適応、社

会的孤立、家族関係、住居、生活の質といった

情報を含めた多面的な評価が必要である。第四

に、データやツールを整備するだけでなく、そ

れを活用するケースワーカーや保健師等の専

門職、医療機関、教育機関等の協働体制を整え

る必要がある。 
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本研究の強みは、複数の自治体データ、医療

扶助レセプト、公的統計、フェイスシート調査、

デルファイ調査、当事者インタビュー、ケース

ワーカー調査を組み合わせ、被保護者の健康・

生活実態を多面的に検討し、被保護者健康管理

支援事業の今後の発展に資するエビデンスを

提供した点にある。一方で、各分析は自治体や

データの範囲に制約があったり、収集できるデ

ータが十分でなかったことなど、一般化可能性

には限界があったことも事実である。また、横

断研究や探索的分析が多く、因果関係や支援効

果を明確に示すには至っていない。さらに、郵

送調査やフェイスシート調査では、回答しにく

い世帯や支援から遠い世帯が十分に反映され

ていない可能性がある。 

今後は、フェイスシートの継続的な運用により

データを蓄積し、支援介入、健康状態の変化、

学校適応、医療・福祉サービス利用、生活の質

等のアウトカムを把握することで、支援対象者

抽出手法の精緻化、アルゴリズムの開発と効果

検証を進める必要がある。また、被保護者健康

管理支援事業において、子どもや妊産婦、高齢

者、精神疾患を抱える者等をどのように位置づ

けるのかを明確化し、福祉事務所、保健部門、

医療機関、教育部門、障害福祉部門、住宅部門

等が連携する実装体制を横断的に構築してい

くことが求められる。 

 

Ｅ．結論 
本研究では、被保護者の健康支援を医療扶助

費の適正化や個人の生活習慣改善にとどめず

に、生活基盤、社会的つながり、支援者との関

係、地域資源を含む包括的な生活支援・健康支

援として再構成する必要性を提案するととも

に、被保護者への効果的な健康支援の実施に向

けた方法の可能性を示した。被保護者は、生活

保護の利用に至るまでに、さまざまな困難を経

験しており、社会の綻びや社会における不利が

最初に顕在化する集団であると捉えることも

できる。被保護者健康管理支援事業を通じて、

社会全体の課題を抽出し、データに基づく対象

者把握と、当事者に配慮したアセスメント、現

場で実行可能な支援体制、多機関連携を一体的

に進めつつ、社会全体の福祉の向上が実現でき

ると期待される。 
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別添表 1-2-1A. フレイル調査回答者の基本属性 

  N=681 
年齢  80.1(3.85) 
性別 女 373(54.8%) 
 男 308(45.2%) 
現在の健康状態 よい 54(7.9%) 
 まあよい 48(7.0%) 
 ふつう 337(49.5%) 
 あまりよくない 172(25.3%) 
 よくない 25(3.7%) 
 未回答 45(6.6%) 
毎日の生活に満足 満足 115(16.9%) 
 やや満足 314(46.1%) 
 やや不満 176(25.8%) 
 不満 42(6.2%) 
 未回答 34(5.0%) 
一日 3食食べる はい 492(72.2%) 
 いいえ 181(26.6%) 
 未回答 8(1.2%) 
固いものが食べにくい いいえ 349(51.2%) 
 はい 324(47.6%) 
 未回答 8(1.2%) 
お茶づけでむせる いいえ 492(72.2%) 
 はい 184(27.0%) 
 未回答 5(0.7%) 
半年で 2-3キロの体重減少 いいえ 507(74.4%) 
 はい 159(23.3%) 
 未回答 15(2.2%) 
歩く速度が遅い いいえ 187(27.5%) 
 はい 483(70.9%) 
 未回答 11(1.6%) 
一年間に転倒 いいえ 492(72.2%) 
 はい 182(26.7%) 
 未回答 7(1.0%) 
運動を週 1回 はい 395(58.0%) 
 いいえ 276(40.5%) 
 未回答 10(1.5%) 
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物忘れがある いいえ 585(85.9%) 
 はい 86(12.6%) 
 未回答 10(1.5%) 
今日が何月何日かわからない いいえ 393(57.7%) 
 はい 185(27.2%) 
 未回答 103(15.1%) 
たばこを吸う 吸っている 113(16.6%) 
 やめた 407(59.8%) 
 吸っていない 151(22.2%) 
 未回答 10(1.5%) 
週に 1回は外出 はい 576(84.6%) 
 いいえ 84(12.3%) 
 未回答 21(3.1%) 
家族と友人と付き合いある はい 471(69.2%) 
 いいえ 200(29.4%) 
 未回答 10(1.5%) 
身近に相談できる人がいる はい 493(72.4%) 
 いいえ 182(26.7%) 
 未回答 6(0.9%) 
健診受診歴 なし 617(90.6%) 
 あり 64(9.4%) 
フレイル該当 いいえ 248(36.4%) 
 はい 284(41.7%) 
 未回答項目あり判定不能 149(21.9%) 
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別添表 1-2-1B. 性別ごとのフレイル質問紙に対する回答傾向の違い 

   女 男 p-value 
  N=373 N=308   
年齢  80.6(3.90) 79.4(3.70) <0.001 
現在の健康状態 よい 26(7.0%) 28(9.1%) 0.23 
 まあよい 31(8.3%) 17(5.5%)   
 ふつう 193(51.7%) 144(46.8%)   
 あまりよくない 92(24.7%) 80(26.0%)   
 よくない 11(2.9%) 14(4.5%)   
 未回答 20(5.4%) 25(8.1%)   
毎日の生活に満足 満足 73(19.6%) 42(13.6%) 0.13 
 やや満足 176(47.2%) 138(44.8%)   
 やや不満 86(23.1%) 90(29.2%)   
 不満 20(5.4%) 22(7.1%)   
 未回答 18(4.8%) 16(5.2%)   
一日 3食食べる はい 285(76.4%) 207(67.2%) 0.019 
 いいえ 83(22.3%) 98(31.8%)   
 未回答 5(1.3%) 3(1.0%)   
固いものが食べにくい いいえ 190(50.9%) 159(51.6%) 0.94 
 はい 179(48.0%) 145(47.1%)   
 未回答 4(1.1%) 4(1.3%)   
お茶づけでむせる いいえ 268(71.8%) 224(72.7%) 0.52 
 はい 101(27.1%) 83(26.9%)   
 未回答 4(1.1%) 1(0.3%)   
半年で 2-3キロの体重減少 いいえ 291(78.0%) 216(70.1%) 0.007 
 はい 71(19.0%) 88(28.6%)   
 未回答 11(2.9%) 4(1.3%)   
歩く速度が遅い いいえ 106(28.4%) 81(26.3%) 0.70 
 はい 262(70.2%) 221(71.8%)   
 未回答 5(1.3%) 6(1.9%)   
一年間に転倒 いいえ 281(75.3%) 211(68.5%) 0.13 
 はい 88(23.6%) 94(30.5%)   
 未回答 4(1.1%) 3(1.0%)   
運動を週 1回 はい 217(58.2%) 178(57.8%) 0.26 
 いいえ 148(39.7%) 128(41.6%)   
 未回答 8(2.1%) 2(0.6%)   
物忘れがある いいえ 326(87.4%) 259(84.1%) 0.47 
 はい 42(11.3%) 44(14.3%)   



別添３ 
令和７年度厚生労働行政推進調査事業費補助金 総括研究報告書 

 
 

- 29 - 

 未回答 5(1.3%) 5(1.6%)   
今日が何月何日かわからない いいえ 220(59.0%) 173(56.2%) 0.50 
 はい 102(27.3%) 83(26.9%)   
 未回答 51(13.7%) 52(16.9%)   
たばこを吸う 吸っている 30(8.0%) 83(26.9%) <0.001 
 やめた 279(74.8%) 128(41.6%)   
 吸っていない 58(15.5%) 93(30.2%)   
 未回答 6(1.6%) 4(1.3%)   
週に 1回は外出 はい 322(86.3%) 254(82.5%) 0.35 
 いいえ 40(10.7%) 44(14.3%)   
 未回答 11(2.9%) 10(3.2%)   
家族と友人と付き合いある はい 299(80.2%) 172(55.8%) <0.001 
 いいえ 68(18.2%) 132(42.9%)   
 未回答 6(1.6%) 4(1.3%)   
身近に相談できる人がいる はい 298(79.9%) 195(63.3%) <0.001 
 いいえ 71(19.0%) 111(36.0%)   
 未回答 4(1.1%) 2(0.6%)   
健診受診歴 なし 332(89.0%) 285(92.5%) 0.12 
 あり 41(11.0%) 23(7.5%)   
フレイル該当 いいえ 155(41.6%) 93(30.2%) 0.009 
 はい 142(38.1%) 142(46.1%)   
 未回答 76(20.4%) 73(23.7%)   

 


